
令和６年度 第２回学校運営協議会 記録 

 

１ 期日 令和６年 10月 23日（水）午後１時 15分から４時 15分まで 

 

２ 場所 静岡県立藤枝特別支援学校 多目的学習室 

 

３ 参加者 

（１）学校運営協議会委員 

委員 A、委員 B、委員 C、委員 D、委員 E（欠席）、委員 F、委員 G   

 

（２）本校職員 

校長（岩附祥子） 副校長（若杉友美） 教頭（小林雅樹）  

事務長（新澤健一） 小学部主事（采女靖彦） 中学部主事（神原秀晃） 

高等部主事（中村研司） 肢体学級統括主任（二俣康明） 

教務主任（鈴木裕） 地域連携課員（松﨑克矢） 危機管理課長（堀田綾子） 

保健給食課長（清水一美） 

 

４ 進行等 

  司会：副校長  記録：教務主任 

 

５ 内容 

（１）開会（副校長） 

 

（２）校長挨拶 

 

（３）会長挨拶 

 

 

 ＜進行：委員 G＞ 

（４）前期の取組報告① 地域連携課・特別支援教育コーディネーター【松﨑】 

学校経営計画 ウ連携  （資料 P９～12） 

「地域資源を活用した共生社会の実現を目指し、保護者、関係機関、地域との連携・

協同体制の充実」 

・新規の取組についての報告 

・既存の取組についての報告 

 

前期の取組に対する、効果・課題についてお伝えします。 

一つ目は、地域資源を活用することで、児童生徒の学習意欲と社会経験が向上しま



した。普段学校で取り組んでいることを公共の場で発揮する、事前に調べたことや学

んだことを実際に見て触れて、聞いて確かめる経験ひとつひとつが児童生徒の確かな

学びにつながったと実感しております。そういった刺激を受けることで、児童生徒の

もっと知りたい、もっと学びたいという学習意欲の向上につながっていると感じてお

ります。また、本校の児童生徒は公共交通機関、公共施設の利用などの社会経験が通

常学級の児童生徒と比べて、どうしても不足しがちです。そういった経験を学習の中

で積むことで、将来的に家庭に還し、地域の中で生きていくための礎を築くことがで

きていると感じています。二つ目が、公共交通機関や公共施設、利用する民間施設と

のネックワークを築くことができたことです。校外学習で利用した際に、来年はこん

な取組ができそうですね、次回はこんなことをやってみるのもいいかもしれませんね 

など、嬉しいご提案をいただくこともありました。そういったネットワークを今後も

広げていきたいと思います。三つ目は、学習を通して地元の藤枝市や焼津市、島田市

を知り、静岡の産業等のことを学んだり、県外に行く修学旅行等の学習につなげたり

することができる、です。例えば、小学部では、低学年で学校周辺の公園に出掛け、

地域にあるものに興味、関心をもつ、中学年では、地域の幅を広げて、学区である藤

枝市や焼津市、島田市について調べ、校外学習で実際に見て確かめる。校外学習の際

には、公共交通機関を利用し、マナーについても学ぶ機会となっています。高学年で

は、宿泊学習や、修学旅行と、経験の幅を少しずつ広げながら、系統性をもった学習

を行うことができ、本校の児童生徒の生きる力の育成につながっていると感じており

ます。 

続いて、課題と感じていることです。一つ目が、Web等を用いた情報発信を増やし、

地域の理解を深める、です。まだまだ特別支援学校に対して「支援学校ってどんなと

ころだろう」「どんな勉強をしているのだろう」と感じている地域住民の方もいるか

と思います。タイムリーな情報を HP 等で発信し、理解を深めていきたいと考えてい

ます。ここについては、９月に本校の HP をリニューアルし、大変見やすいものに変

わったので、学校のタイムリーな情報、様子を定期的に発信し、身近に感じてもらえ

るようにしていきたいと考えています。二つ目が、日常的にできる地域との交流会の

確保、です。これまでも単発で何かイベントをやるということはあったのですが、１

年を通じて交流をしたり関わったりする機会があると、より地域に根付いた取組にな

るのではないかと考えています。例えば、敬老会の方と定期的に交流をしたり、外部

講師を招いたり、そういった日常的にできる交流機会を増やしていきたいと考えてい

ます。三つ目が、地元である大洲地区とのつながり、です。資料にもあるように、大

洲地区との取組がまだまだ少ないと感じています。地元である大洲地区と連携を深め

て、一緒にできる取組をもっと増やしていきたいと考えています。つい先日の話にな

りますが、11 月に予定されているふじとくまつりで小学部の低学年が神輿を自分達

で作って、練り歩きを行います。その際に本物の神輿を参考にして、子ども達と神輿

を作りたいという話が学年からでました。そこで、本協議会副会長の委員 Eに相談し

たところ、大洲地区の町内会の方々に聞いてくださり、神輿をお借りすることができ



るようになりました。そういった本校の地元である大洲地区との取組を今後も増やし

ていきたいと考えています。四つ目が、学校教職員へのコミュニティースクールに対

する周知と理解・啓発、です。地域資源を活用した取組をより活性化するには、まず

は、本校の教職員が目標を共有し、同じ方向を向いて取り組むことが不可欠だと思い

ます。コミュニティースクール、学校運営協議会への理解をより深め、教職員一丸と

なって、共生社会実現に向けて取り組んでいけるようにしたいです。そのためのひと

つの手段として、地域資源を活用した取組の一覧表を作成し、職員が地域資源をより

活用しやすくなるような体制を整備していきたいと考えています。以上が課題と感じ

ていることです。 

取組の紹介は以上となります。委員の皆様には、取組紹介への感想や御意見、特に

課題に対しての御助言をいただけると幸いです。よろしくお願いいたします 

 

〇質疑応答等 

【委員 G】：地域資源を活用した共生社会というこうとで、お話いただきました。養護

学校ができた頃のことを思うと断然意欲があると感じます。前期だけでこれだけ活発

な活動をされているわけですが、今の発表をお聞きになって皆様から感想やご意見等

があればお願いします。 

  

 私の会社は島田市にありますが、金谷地区のお茶産業ではペットボトルに押されて

いまして、なかなか緑茶において生産農家の方々が商売にならないと悩んでいます。

実は昨年、この地区の皆さん方で、お茶の作り方を少し工夫すれば紅茶になるという

ことで、紅茶サミットの予行練習をしました。今年、九州の方でそのサミットがある

のですが、来年この島田で紅茶サミットの実践をするということで、今、お茶農家の

方々が取り組んでいます。ただ、こういう活動を皆さんに知ってもらわなければ販売

につながらないので、是非学習の一環で顔を出していただいて、こんな取組を一緒に

やっているとニュースとして発信できれば活気が出るだろうと思っています。昨年の

サミットのときに、2500人位の方々が集まってくれました。こちらとしては、予想を

上回った数となり、駐車場から何から課題が出てしまいクレームもたくさんあって参

ってしまいました。来年は、本格的に 3000 人位の集客で検討しようということでい

るのですが、何にせよ話題作りということでは何もないので、学校の学習の一環とし

て勉強してもらう形で検討してもらえるといいなと思います。 

 もう一点は、すみれ会で毎年花壇をいくつか作っています。一鉢がだいたい３週間

くらいもちます。会社と現場の周りを見ていただいた方たちの目が明るくなるように

と、何度も入れ替えをしています。そこにすみれ会の人たちが週に１回手入れをして

います。実は国交省の方にもお願いをするために、足しげく通っています。ただ交通

事故の心配があるものですから、なかなか「うん」とは言ってもらえていない現状で

す。県庁の玄関の花壇はすみれの家のものですので、是非機会があれば見に行っても

らえたらと思います。こちらにおいても、学校と何か契約ができれば話題作りになる



かなと考えています。よろしくお願いいたします。 

 

【委員 F】：質問になります。新規の取組、既存の取組ということで、非常にたくさん

の取組をしており、大変な業務をされているなと思います。その中で新規の取組の中

に弊社が無いということを大変恐縮に思っているところです。新規の取組についてで

すが、これはどちらから提案されているのですか。学校側からですか、それとも相手

側からでしょうか。 

 

【小主事】：今年度新規に行った、起震車・煙体験については、本校から学習の一環

として依頼をしました。 

 

【中主事】：県立武道館の中の作品展示では、高等部とのつながりと職員のつながり

ということで依頼をかけて実現したという経緯です。岡部地区と KADODE OOIGAWAに

関しては施設を利用して学習をしていきたいという思いがありましたので、こちらか

ら依頼をしていきました。 

 

【高主事】：作業学習を統括する教員がおりまして、新規の場にも力をいれていきた

いということで、シバモク、Osoto雑貨、スターバックスコーヒーにはこちらから声

をかけさせてもらいました。蓮華寺池芸術祭やクラフトフェア、わかふじマルシェで

は、先方から出展してはどうかと依頼を受けた形になります。 

 

【肢体統括】：KADODE OOIGAWについては、中学部の肢体学級が行かせてもらいまし

た。今までお茶の学習をしてきて、これまでに行ったことがなかったところというこ

とでこちらから依頼しました。藤枝駅から島田駅まで公共交通機関を使って行きまし

た。既存の取組の中で、しずてつストアさんがあるのですが、今年は初めて肢体学級

の生徒も参加させてもらいました。 

 

【委員 F】：ありがとうございました。学校側から依頼するというケースが多いかと

思いますが、やはり企業側や施設の方から声をかけにくい部分があるのかなと思いま

す。何ができるのかな、どういったことを一緒にできるのかなという共有認識が必要

かと思いますので、学校を知っていただく、取組を知っていただくことは大事なこと

だと思います。ですので、まずは発信ということで、これまでこんな取組をしている、

こんな活動ができるなどの情報がわかる形で、また、そんな共生社会の場を募集して

いますという告知があってもいいのかなと思います。HP や Web 上での発信の仕方も

考えていけるといいのかなと思います。 

 学校側からの依頼が多いということでしたので、目的をしっかりお持ちの上で依頼

をされているかと思うのですが、先ほど発表していただいた中に成果で「地域の中で

生きていけるようにしていく」というのが本当に大事なことかなと思います。目的に



あった活動というところを考えてつながっていけるといいのかなと思います。障害や

学級によって変わってくる内容かと思いますが自立していく部分と、就職を考えてい

る生徒にとってはそこを重点に捉えた部分も行っていく必要があると思いますので

それぞれに合った教育が大切なのかなと思います。 

 課題の部分では、先ほど HP を見させていただいて、最初のページに生徒の取組の

画像が載っていて、こんなことをやっているということがわかります。ただ検索する

時に「藤枝特別支援学校」で検索しないとヒットしないので、そういった面では違う

言葉（キーワード）でも検索軸に出てくるようになるといいのかなと思います。どこ

の場所でどんなことをやりました、といった情報が発信されるとそのページが最初に

出てきて、他の企業を検索した時に藤枝特別支援学校の取組というものにつながりま

すので、単に「藤枝特別支援学校」ではなく、そこに紐づいた取組や名称を HP に記

載しておけばワードで検索に引っかかってきますので、それらを意識していけると

Web上でも他の方に見てもらえる機会になるのかなと思います。 

 

【委員 G】：ありがとうございます。大変貴重な意見を出していただきました。我々す

みれの家でもかつては非常に少なかったですが、今では地元の方との交流、地域交流

が主流になっています。従来の考え方でいいますと、知的障害の子たちがここにきて

何ができるのかという思いで二の足を踏んだ動きが基本的にずっとあったわけです。

現実、中に入ってみますと価値観の見方や感じ方で全く違うものが見えてくるので、

できれば鎧兜を取って、とにかく駆け込んでみることをしてほしいと思います。我々

は健常者だよ、障害者だよ、という垣根をまず取り払ってもらって、子どもたちの良

いところを見てもらう、そうすれば段々距離が近付いてくると思います。我々すみれ

会としては、もう学校を卒業していますので地元の方に理解をしてもらうことが大前

提ですので、そこへ飛び込んでとにかく知ってもらうことが第一ということです。ま

だ二の足を踏んでいる職員もいましたが、一旦恥をかいてみれば何のことはないとい

うことがわかったので、我々も一緒になって取り組んでいくことができるかと思いま

すので、今後とも二人三脚でやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 委員の方々から、一言ずついただきたいのでよろしくお願いいたします。 

 

【委員 A】：自校の美術部との取組がありましたが、実は担当の教諭から話がありま

して、もしできるのならこれから先、「行き来」ができればと話していました。自校

に、工芸作品があるのですが以前は工芸展によく出品していました。工芸作品は縦２

メートル程の大きな作品です。そういうものについても見に来ていただきたいという

話もしていました。それから、生徒が活動している姿、絵を描いている姿を見てもら

えたらどうかなということもありまして、「行き来」できたらと思います。またこち

ら（藤枝特支）に来て、活動している様子を見させてもらいたいなと考えています。

これから先、交流としてできたらと考えています。また、機会があったらやっていき



たいなと思います。先ほど、Web の話もありましたが HP についてですが、更新はど

のくらいのペースで行っているのですか？ 

 

【校長】：HPの管理につきましては少し窮屈な所がありまして、教育委員会の方で一

括したシステムで作りましょうということで、本年度どの学校もこのバージョンに改

訂したところです。項立ての仕方や作成のフォームも三つ程の中から選んで決めると

いうことで、本校はその内の一つを選んだということです。今、お褒めいただいた画

面の写真は少しお金をかけまして、写真屋さんに撮ってもらった素敵な写真です。情

報教育の担当が、やはり表紙は大事だから教員が撮ったものでない方が良いと提案し

ました。今も皆さんのお声や保護者にも聞いてみると１ページ目の印象が大事だとい

うことでしたので、お金をかけて良かったと思ったところです。写真は毎年変更する

というのは難しいので、ある程度の年が経ったときに更新し、中の記事につきまして

は、学部で色々な取組をしたときにアップしていくということで随時の更新になって

います。 

 

【委員 A】：自校も情報発信をということを大事にしています。学校の募集にも関わ

りますので。特に、最近は Webについては行事があったらその日、または遅くても翌

日にはアップしていかないと見てもらえないということで、随時更新するようにして

います。Webもそのままの状態が続くと見てもらえない、全然新しくないなという印

象を持たれると見てもらえないということになりますので、なるべく早く更新してい

けるのがいいなと思います。それから、多種多様な取組で業務として大変ではないか

なと思いましたが、その中で話の中ではそれぞれの取組が結果的に良かったという印

象を受けました。ですが、その中で、一つ二つでいいのですが、この取組については

こんな点で問題があって継続していないものもありますよというのがありましたら、

教えていただきたいです。 

 

【小主事】：特に取組として止めたものはありません。ただ、やっていく中の内容で

は、煙体験で消防署に来ていただいたときに消防車を見せるとそちらに目が行ってし

まうことを考えて、消防車を隠して活動をおこなったわけですが、そうすると危機的

な雰囲気を作ることができないという反省がありました。ですので、次回は子供たち

の目に見えるところに消防車を置いて体験を行うことにしました。また、煙体験もテ

ントの中で行ったので、実際の状況に近付けるように校舎の中で煙体験ができないか

という案もあがっています。ですので、取組の内容としては少しずつ変化していくも

のもありますが、学習の取組としては継続していきたいと考えています。 

 

【委員 A】：やっている取組は、ほぼほぼ年間として毎年同じようなものが行われて

いると考えていいのですか。 

 



【小主事】：はい。そうです。今年から始めたもの以外は、毎年行っています。 

 

【中主事】：先ほど、公共交通機関の利用というものがあったと思いますが、そこで

子供たちの中で IC カードの利用が進んでいないということがありましたので、今年

から取り組んだところです。今後活用を進め、色々な所に出掛けて行けるといいなと

考えています。既存の取組で藤枝の商店街に出掛けて調べに行くのですが、そのとき

に生徒が作った作業製品を持って行って紹介してこられるといいのかなと思います。 

 

【高主事】：高等部としては作業学習が学習の柱となっていることから、しずてつス

トアさんとのコラボの販売会は年間の行事計画の中でも大きいウエイトを占めてい

ます。物を売るという活動も年間を通してそんなに多くないので、増やしていきたい

と考えている一方で、産業現場等における実習が始まってしまうとなかなか物づくり

に人をさけなくなってしまい数をそろえることが難しく、販売会をしたくても物が足

りないという時期があったりもします。販売会自体は増やしていきたい、継続してい

きたいところではあるのですが、やはり全体の教育活動を見たときにそれが適切な時

期であるのかということが付いて回ってくる課題であるかなと思います。行事に関し

てはお声掛けいただければ、どこでも参加させていただくという思いでいます。 

 

【肢体統括】：肢体学級ではコロナ禍で人と会う機会が減ってしまったので、まずは

以前の段階に戻すというところから始めています。ただ以前のようにとはいかず、感

染症対策を考えて行っていますので、学校内の知的学級・肢体学級の交流についても

増やしたり、やり方を考えたりしながら取り組んでいます。 

 

【委員 B】：今年で委員２年目になります。この会が形骸的なものではなく、発言した

ことが必ず形になっているということがとても嬉しく思いまして、コメントのし甲斐

があるなと感じています。昨年もこの会に参加しまして、学校はすごく素晴らしいこ

とをしているのに発信力が弱く伝わっていないのでは、とお話させていただいた記憶

があります。スターバックスの話も発言させていただいた記憶があります。確実に形

になっています。今年も新規の取組ということで、今までも地域の中に入っていると

いうことは報告の中にあったと思いますが、飛躍的に発信の数が増えているなと感じ

させてもらいました。そして、委員 Fや委員 Aの発言と重なるのですが、私も今学校

の HP を拝見しました。公立の学校ですので定型があるのかなと思いましたが、その

中で工夫できるとしたらもう少しタイトルをキャッチ―にするだとか、見出しだけで

も、例えば「○○会社とこんなことしました！」「○○学校とこんなことしました！」

といった工夫をするといったことは、決められた枠の中ですができるのかなと思いま

した。そうすると、地域の方たちも協力したいなという気持ちになるのかなと思いま

す。報告の中で効果についてきれいにまとめてくださっていましたが、具体的に、現

実的にどんなことがあったのかということが伝わるフレーズがあるといいです。県に



提出する硬い文章とは別に並行してあると、市民の人、一般の人に伝わりやすいかと

思いました。 

 

【委員 C】：新規の取組を聞かせてもらい、すごくたくさんのものがあって本当に感

謝しています。シバモクさんやスターバックスさんといったところまで広がっている

ことは、有難いなと思います。新しい取組が多いということには感謝なのですが、そ

の中で委員 Fからも質問がありましたが、新規の取組を増やしていく中でどういった

ことができるのかがわからないと企業としても声を掛けにくいということで、そう言

われてみればそうだなと思いました。そういった中でも情報発信の力を高めていって

くださるということで、高等部では半分位は依頼を受けることがあるという話でした

ので情報発信のおかげかなと思いました。やはり希望としては、多くの人に知っても

らうことですので、先ほど皆さまの話の中にもありましたが検索に引っかかるキーワ

ードの工夫が大事かなと思います。そういうのも手間のかかることだと思いますが、

工夫されることでもっと色々な人に広がるかなと思いました。私は子供が小さいとき

に、検索するときはブログで調べていたのですが、今はハッシュタグやインスタで情

報収集する人が多いと聞いています。検索の方法もどんどん変わっていきますので、

流行りの方法といったら変ですが有効な方法で検索に引っかかるキーワードを考え

ていければ、私たちの子供のことももっと知ってもらえるのかなと思いました。本当

にたくさんの取組をありがとうございました。思っていたよりたくさんありましたの

で、ビックリしています。 

 

【委員 D】：先日、10月 12日共生社会啓発のイベント「ともフェス」にも藤枝特支さ

んからもたくさん出品していただきまして、掲示もしていただきまして、ありがとう

ございます。共生社会の実現を目指した地域資源を活用した取組ということで、この

共生社会を目指すことについて最も必要なのが住民の理解、地域理解です。それをど

う促進するかということで、本市の障害者計画の一番初めに項目として掲げています

が大変大きな課題となっております。自立支援協議会の方が、「自分たちは分離され

て教育を受けて大人になった、その大人が今からインクルーシブといっても適切な対

応ができない」と話されています。やはり小さいときからインクルーシブした子ども

たちが育つことで、よりきめ細かな共生社会が築けるのだと思います。今、そういっ

た小さい子たちにたくさんの機会をといったことがその方の主張です。特別支援学校

の活動の裾野が広がることがそれにつながることだと思いますので、これから我々も

一緒に考えていきたいと思います。地域とのつながりということですが、障害のある

方が地域住民として活躍するための居場所というか活躍の場という観点から、高齢者

の関係ではサロンや本市ですと「出かけっ CAR」という支援サービスの裾野が広がっ

ていて、それが地区社協という形で深く地域に入り込んで支援しています。そうした

中に、障害者も含めたものをやっていけないかという検討も是非始めていきたいなと

思っています。口で言っているだけで申し訳ないのですが、本地区というのは高齢者



のサロンや「出かけっ CAR」というものを非常に熱心にやってくださっている地区で

す。子供の居場所に関しても交流センターの一室を設けてお子さんたちの居場所を作

っていて、非常に熱心な地区ですので、モデル地区というと失礼かもしれませんが、

障害のある方の居場所も含めて、せっかくこの地区に特別支援学校さんもありますの

で何か仕掛けていけるといいなと思います。委員 Bの方が具現化できるようにとお話

され、言いっぱなしで何も動かなかったというのは良くないので、何か具現化できる

ように進められたらなと感じました。 

 

【副校長】：皆さま、ありがとうございました。しっかりと御意見を取り入れていき

たいと思います。 

 

（５）前期の取組報告② 危機管理課長【堀田】／保健給食課長【清水】 

学校経営計画 ア安全・安心  （資料 P13～14） 

「命を守る危機管理体制の整備と共有」 

【危機管理課】：本校の危機管理に関する前期取組の報告をさせていただきます。 

今年の８月８日、九州で大きな地震が起こりました。それと同時に初めて、南海ト

ラフ地震臨時情報が発表されました。実際に臨時情報が発表されたとき、混乱しま

した。自分はどのように動けばいいのか。誰にどのような連絡をとればいいのか。

２学期のスタートも台風 10号による大雨に見舞われ、休校を余儀なくされるなど危

機管理体制について今一度しっかりと考えなければならないと思いました。 

 本校では、昨年度、危機管理マニュアルを整備しました。このマニュアルは学校

保健法に基づき策定が義務付けられています。お手元に、実際のマニュアルをご用

意しましたので御覧になってください。このマニュアルには、地震が発生したら、

我々教職員は具体的にどう動けばいいのか？先程のような南海トラフ巨大地震の臨

時情報が発表された場合は、授業はどうするのか？など、災害発生時の対応につい

てまとめてあります。更に、このマニュアルは、地震に関連することだけではなく、

例えば児童生徒が行方不明になったときの対応、救急車で児童生徒を搬送するとき

の対応等、様々な状況下において、児童生徒の命を守るための現時点での最善の対

応ができるように整備してあります。しかし、このマニュアルを整備して終わりで

はなく、本校教職員が内容を理解し、本当の意味で『使えるもの』にしていくこと

が重要であると考えています。そのために『命を守る危機管理体制の整備と共有』

という取組目標を設定し、今年度１年間危機管理課として様々なことに取り組んで

いきたいと思っています。この取組目標を達成するために『緊急時対応の体制整備』

と『様々な想定での訓練の実施』という二つの側面から取り組んでいます。まず『緊

急時対応の体制整備』から説明します。緊急時対応の体制整備について、次の３点

について取り組んでいます。一つ目の学校設備、防災備蓄品の確認についてです。

発災した際は、児童生徒は保護者に引渡しが完了するまでの間は学校に留置きとな

ります。そのときの食料はどうなるのか？飲料水は？停電した場合、電気はどう確



保するのか、痰の吸引や人工呼吸器を使っている児童生徒については電源の確保は

必要不可欠です。危機管理マニュアルに掲載された備蓄品等を、危機管理課員だけ

が知っていても意味がありません。教職員が発災時に担当する係の業務に必要なも

のについて把握しておく必要があります。本校は、発災時に各分掌課が救護班や避

難誘導・引渡し班等に分かれ対応に当たります。今年度は、それぞれの班で必要な

物品のありかや在庫等をチェックする機会を設定し、共有できるようにしました。

また、発電機やポータブル蓄発電機の試運転を学年単位で実施し、誰でも扱えるよ

うに用途と使用方法を確認しました。以上が学校設備、防災備蓄品の確認について

です。 

 続いて、二つ目の危機管理マニュアルの見直しと改訂についてご説明いたします。

今年度は、県教育委員会危機管理課による、危機管理マニュアル実地調査があり、

見直しのポイントを教えていただき、現在、改訂作業を進めているところです。今

後、改めて藤枝市や自治会の方々とも連携をとらせていただきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。危機管理マニュアルは、毎年度当初に定期的見直しを

行います。それ以外にも各種ハザードマップの改訂や近隣における事故・犯罪の発

生など、起こりうるリスクに関する情報の変更があったときなど、随時、改善して

いくことが必要だと考えています。 

 続いて、三つ目の二次避難から三次避難への移行に向けた役割分担や動きの確認

について説明いたします。発災した際には、このように、一次避難から三次避難を

実行して、最終的には、保護者へ子供たちを引き渡すというところまで行います。

一次避難というのは、例えば、地震が起きた時、まずは命を守るために頭を守るな

どの行動をしますが、その行動を取るのがこの一次避難です。そして、揺れが収ま

り、運動場等へ避難をします。これが二次避難。そして、保護者がお迎えに来るま

での間、学校に留め置きとなっている間、安全に過ごせるようにすることが三次避

難です。これまで本校が行ってきた訓練はこの、一次避難から二次避難の部分につ

いてです。自分の身を守り、安全に校舎外に避難する行動について練習を重ねてき

ました。その甲斐あってか、先日、行われた火災避難訓練でも、子供たちは終始落

ち着いて避難をすることができていました。しかし、学校留め置きとなり、保護者

が来るまでの間については、これまで取り扱われていませんでした。つまり、保護

者に引き渡すまでの間、児童生徒が学校に留め置きとなったとき、どのように児童

生徒の命を守るのかというところについては、まだ、課題があるということです。

そこで、今年度、夏季休業期間に研修会を設定し、二次避難から三次避難までの動

きを各班に分かれて検討しました。そうすることで、動きが明確になっていないと

ころや物品が足りていないことなどの課題が見つかりました。これから、課題に対

して、実際を想定した動きを考え、想像し、訓練を実施し、発災時から引き渡しま

での流れを明確にしていくとともに、危機管理マニュアルにも反映させていきたい

と考えています。以上が、緊急時対応の体制整備についてです。 

 次に、様々な想定での訓練の実施について説明いたします。本校では、年に５回



の全校訓練を実施しています。地震、火災、保護者引き渡し、予告なしの地震火災

複合、スクールバス乗車中の地震発災の想定で実施します。前期は、地震避難訓練

と保護者への引渡し訓練を実施しました。４月の地震避難訓練では、基本となる避

難経路や避難の仕方の確認を目的としました。５月の引き渡し訓練では、各学部の

１年生、小学部４年生、転入生を対象とし、引き渡しの流れを確認しました。後期

は、火災避難訓練、発災の予告をしない予告なしの地震と火災の複合訓練、そして、

本校はスクールバスが５台運行しておりますが、運行中に発災した場合の訓練を実

施する予定です。出火場所が複数あったり、地震によって避難経路の一部が通行で

きなくなったりなど、様々な想定で実施していきます。10 月 21 日に火災避難訓練

がありました。職員室からの出火という想定で、基本的な避難経路で避難できない

学年は、火元から離れるように避難経路を判断し、落ち着いて避難することができ

ました。様々な想定での訓練を子供たちに経験してもらうことで、いざ発災したと

きに自分で自分の命を守ることができるようにしています。また、教員も、その場

その場の状況で判断し、子供たちの命を守る行動をとることができるように練習を

重ねています。学部ごと防災 daysという防災学習の日を設定し、防災に関する体験

や学習に取り組みました。小学部は、起震車体験と煙体験。中学部は、水消火器を

使用しての消火体験。高等部は、間仕切りを組み立てて避難所体験をしました。高

等部の防災学習では、体験の他に自助と公助についても学習しています。助けられ

る側から助ける側への意識を育て、避難の誘導や設営の手伝いなど、学校のみなら

ず地域の中でも自分のできる役割を担う人になるようにしていきます。以上が、様々

な想定での訓練の実施についてです。子供たちの命を守るために、これからもこれ

らの取組を進めていきたいと思います。以上で、本校の危機管理に関する前期取組

の報告を終わります。ありがとうございました。 

 

【保健給食課長】：保健給食課では、健康や安全に関する保健の活動と給食に関する

活動を行っています。ここからは、保健給食課の前期取組の報告をさせていただき

ます。 

 取組目標である『命を守る危機管理体制の整備と共有』を達成するために、保健

給食課では『ヒヤリハットからの学びの共有』を呼びかけています。最初に確認で

すが「ヒヤリハット」とは、重大な事故につながる可能性を秘めた出来事のことで

す。重大な事故につながる可能性を秘めた出来事というのは本校でも多く起こりま

す。「けがをしなくてよかったね。」「ものが見つかってよかったね。」等、私たちは、

結果が良いとなぜそのようになったのかをあまり考えません。しかし、事故が起き

てからでは取り返しがつかないこともたくさんあります。そこで、重大な事故には

ならなかったけれども、つながる可能性があったこのヒヤリハットについて考える

ことで事故を減らしていこうというのがヒヤリハットを共有する理由です。例えば、

「児童生徒が学習する環境に危険なところはなかったか。」「扱う教材は安全なもの

だったのか。」「そのときの教師の対応は適切だったのか。」など、ヒヤリハットが起



きた時、このような視点から考えてみることで防ぐことができる事故もあるのでは

ないかということです。つまりヒヤリハットから学ぶことで、子供の命を、安全・

安心を守っていこう、そういう取組です。昨年度まではヒヤリハットが発生したら

ヒヤリハットが発生した学年やグループでその原因や対応策について検討し、学年

ごとの用紙に記入し、それらを保健給食課が一覧表にまとめ、月に一度 PC上の掲示

板に掲載して周知する形をとってきました。例えば、次のようなヒヤリハットがあ

った場合です。不穏になり体操服を脱ぎだした生徒が、衝立として置かれていたホ

ワイトボードを蹴り、他生徒がいる方向に倒れてしました。幸いにもホワイトボー

ドが倒れた方向にいた生徒が手で受け止めたため、怪我をするにはいたりませんで

した。このようなヒヤリハットについて、「ホワイトボードを置く位置に注意する」

や、ホワイトボードを置いた後、教師が目を離してしまったので、目を離さない。

「不穏になった生徒と周りの生徒との距離を取り、安全を確保する」等の対応策が

出されます。最終的にヒヤリハットをまとめた一覧表を PC上の掲示板に掲載して周

知する。このような流れです。PC上の掲示板に掲載する一覧表は次のように（画面

上）示します。ヒヤリハットの発生場所や問題、原因を入力し検討した対策をこの

枠に入力して全体に周知していました。ですが、PC上での周知だけでは、目にはす

るかもしれませんが、自分事として捉え、もし同じようなケースが自分の担当する

教室で起きた時どのように対応するかまで考えるには至らないと考えました。そこ

で、昨年度までのこのヒヤリハット報告の流れを大きく改善することとしました。

PC上での周知までに留まっていた報告を月ごとに学年主任に配布し、それぞれの学

年で「自分の学年で、このようなヒヤリハットが起きる可能性はあるか、もし起き

た場合はどうするか」または、「このようなヒヤリハットを起こさないようにするた

めにはどうすればいいか」について考えてもらうようにしました。更に、先程紹介

した一覧表ですが、ヒヤリハットが発生したときに、その学年ではどのような対応

をとったのかまで記載してもらうようにし、振り返りしやすくしました。取組目標

の『命を守る危機管理体制の整備と共有』を達成するために今年度、保健給食課で

は『ヒヤリハットからの学びの共有』を呼びかけています。学びの共有をすること

によりヒヤリハットの振り返りの質の向上が、一覧表の記入内容から見ても感じら

れます。また、昨年度は上がってこなかったような事例をヒヤリハットと捉える先

生方も増えており、まだ具体的数値としてあらわれてはいませんが、先生方のヒヤ

リハットへの意識の高まりを感じています。後期もこの働きかけを継続して、子ど

も達の安全・安心を守っていきたいと思います。 

 

【教頭】：二つの課から、前期の取組について報告させてもらいました。色々な訓練

を報告させていただきましたが、この他にも緊急時対応訓練、AED の扱いを消防の

方から教えていただく救急搬送訓練、行方不明の児童生徒がいた場合の捜索につい

ての手続きをどう進めていくかという行方不明捜索訓練、それから、万が一学校内

に不審者が入ってきた場合にどのように対応していくかという不審者対応訓練等、



危機管理マニュアルの後ろの方に発災以外にも様々な問題に対する対応の仕方を載

せてあります。もちろんこれが現時点では最も適切な対応であると考えていますが、

やっていく中で色々と検討して、こちらの方が良いのではないかと随時改善してい

るところであります。本日は、皆さまから様々なご意見をいただいて、また危機管

理マニュアルの方で参考にさせていただきたいと思います。 

 

【委員 G】：ありがとうございました。安全・安心のところで訓練を通してマニュア

ルをどう改善していくか、ヒヤリハットをどのようにいかしていくかを報告してい

ただきました。大変苦労されているところかと思います。先ほどと同じように、皆

さまから感想等をお願いします。 

 

【委員 F】：危機管理課の方の話ですが、一次避難から二次避難についてはよくやら

れているということで、その先について不足してしまうということは、当社も同じ

です。避難まではする。では、その後の復旧です。当社でいうと販売ということに

つなげていくことです。市や県と協力しながら食品の提供というところにもつなが

ってくることですので、その後どうするかというところが訓練の中では不足してし

まう部分かなと思います。特別支援学校では福祉避難所に認定されているというこ

とで、そこに関しては三次避難から引き渡しまでの避難所ということなのか、また

それ以降も避難所としてずっと活用しながら生活をしていただくような場所にもな

ってくるという認識でよろしいでしょうか。 

 

【校長】：福祉避難所は市からの要請を受けて、開設をします。一般の避難所の開設

の後、必要に応じて市の方がこちらの学校に来て運営をしていくという形になりま

す。今日お伝えしたのはそこまでではなく、在校時に発災したとき、子どもたちを

保護者の方に引き渡すまでどうするかということを重点的に進めているところです。 

 

【委員 F】：ありがとうございます。最終的にどこまでというところと、市役所に引

き渡して終わりなのか、それ以降もお手伝いをしなければいけないというところで

あれば、それ以降のことも見据えた上での活動も必ず必要かなと思います。現時点

では、そこまでは取り組んでいないということですので必要なければいいのかなと

思いますが、必要な範囲であれば事前の確認や全体での共有が大切かなと思います。

避難訓練のところでは、生徒が学校にいる間が中心となると思うのですが、生徒が

学校にいない時間の通学の時間が、一番リスクが高いと思われます。通学時の訓練

ということで２年程前、通学時はどうしているのですかという話をさせていただい

たときに発災したら先生が指定の場所に行くと伺った記憶がありますが、よろしか

ったでしょうか。通学時はどのような対応になっているのでしょうか。マニュアル

はありますか。 

 



【校長】：基本的には小中学部の児童生徒はスクールバス、もしくは保護者の送迎。

ごく一部は将来的に自主通学を目指して練習している生徒もいますが、厳密に言え

ば保護者の方の責任の下でということになります。その間、小中学生については一

応大人の目があるところでの登校と判断しています。高等部につきましては、自主

通学の生徒もたくさんいます。 

 

【高主事】：通学経路の確認をする際に、学級や学年で通学路には小学校や○○の施

設があるよといった話をしています。ただ学級ごと内容には差がありますので、今、

私も話を聞いてドキッとさせられたところもありますのでこれを機会に通学路につ

いて調べると共に、自分の身は自分で守る＝自助というところになるかと思います。

防災は学習の中では「総合的な探求の時間」の扱いでやっており、年間計画の中で

何を学ぶか、何を身に付けるかというところを明確にやっていきたいと思います。

ご指摘いただいてありがとうございます。 

 

【委員 F】：通学中のリスクというところと、無線も利用されると思いますので、無

線訓練もあるかと思います。ただ、離れた場所で無線が実際に使われるのかどうか

が気になるところです。通学のところで、この辺りに集まっていた方がいい、ここ

を拠点にしておくといい、と決めておく。そこに対して先生が確認に行く、もしく

は近くに住んでいらっしゃる保護者の方にご協力いただく、といった組織としての

リスク対応を決めておく必要があるのかなと思います。そこに行ったときに、無線

がつながるのかどうか等の通信環境を確認する。以前、台風が起こったときに電波

が届かなくなっていて、停電になり、また携帯も使えない、Wi-Fiも使えないという

状況がありました。その際に、連絡を取る手段がなかったです。復旧を待つしかな

かったので、そこでの情報収集の仕方をしっかりと決めておくのは必要かなと思い

ます。先生の皆さんにもどういった風に対応したらいいか、それぞれしっかりと周

知されているかといったら難しいと思いますので、自己の判断になってしまうとい

う部分もあるかと思います。当社の取組を紹介させていただくと、こういった災害

時の行動カード（御自身のカードを提示）を新規採用の社員、パート・アルバイト

に配らせていただいています。入社時からカードをずっと持っているかといったら

持っていないので、スマホの画像で登録してくださいと保存してもらっています。

あるいはカードを名札の中に入れている方もいますし、保管は自由にしてもらって

いますが、ここでどういった行動をした方がいいよ、発災時に就業中だったら就業

外だったらこういう行動をしてくださいと書いてあります。また、災害伝言板のダ

イヤルや本部の連絡先も記載してあります。いざ必要になったときにわからないと

いうことがありますので、こちらのカードを常に覚えておく必要はないと思います

が、頼れるもの、初期対応ができるものとして共通として何か配布されておくとい

いのかなと思います。 

 



【教頭】：先ほどの福祉避難所についてです。危機管理マニュアルの 13 ページに割

り振りと、どのように支援していくかというところを掲載しています。しかし、こ

れが全員に周知されているかということについては、これからかなと思います。そ

れから藤枝市さんともしっかり連携をとっていかなければいけないという所は強く

感じたところです。例えば、電源の確保はどうするのか、自治会とはどんな確認を

するのか等を含めて、今後連携をとらせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

 

【委員 G】：とりあえずの避難場所というところでグラウンド等へ避難するというこ

とですが、現実には生徒さんだけではないと思います。地域の皆さんにも開放され

ているという安全安心な状況であれば、たくさんの方が押し寄せてくるという心配

も想定されます。ただし、そういうことを想定していくとどんどん広がっていって

しまうので、基本的に学校はここまで対応できるというラインを固めていくことが

大切ではないかなと思います。基本はそれぞれの家庭で自分の命は守るということ

です。一日約３リットルの水が必要なら、三日で 10リットル程が確保されていると

いう状況を常に作っておく。ただし、学校に通う道中の災害もあるだろうし、登校

してからの災害もあるだろうし、本当に様々なことが考えられます。ただ、私も地

域の方にお願いしているのが、自分たちの所でどうしてもにっちもさっちもいかな

いという状況になったときに避難所に誘導するということです。これを崩してしま

うとどこも対応できないと思いますので、各方面で理解してもらいたいと考えてい

ます。それから水の問題ですが、私の会社は 2011 年の震災の後に作りましたので、

20メートルほどの井戸を掘りましてそこから会社の水は使用しています。また、か

なり大きな発電機も用意しまして停電時の対応をしたり、緊急時用と通常時の配線

を用意したりしています。仮設のトイレも駐車場側に用意し、一般の方が避難して

きても大丈夫なようにしています。正直言って、訓練も何度もやっていますが、そ

の度に改善しなくてはいけなかったり、課題も出てきたりしています。ですので、

とりあえずは基本のラインを作っておいて、現実にぶち当たったときにどうするか

という動きを考えています。それからヒヤリハットについてです。ヒヤリハットの

事例を共有していくことはかなり大きなウエイトで改善ができていきますので、軽

く見ずに徹底してやってもらうといいと思います。その都度発表してもらって、原

因については情報が曖昧な場合は細かく究明していくということまでやっていかな

いと、同じことの繰り返しになってしまいます。特に知的障害の子供さんは、同じ

ことを何回も何回も繰り返します。その時に、こうだよと伝えて、「はい、わかりま

した」と言ってもすぐに忘れてしまいます。ですので、そういう傾向があるという

ことを理解して、そういう恐れがある場合にはすぐに手を差し伸べていかないと同

じことの繰り返しですので、ヒヤリハットはすごく大切だと思います是非、徹底し

てやってもらいたいと思います。 

 



【委員 B】：安全安心を専門としている立場からリスクマネジメントについてコメン

トさせていただきます。ヒヤリハットのことですが、恐らく今日発表してくださっ

た先生方、ここにご出席の先生方は共通の温度感でされているかと思うのですが、

そこをいかに自分事として全教職員に徹底していくかということが一つの大きなポ

イントかなと思います。これだけのマニュアルを浸透させるとなるともう少し軽量

化しないといけないのかなと思います。具体的な提案としましては、リスクマネジ

メントを考えるときには必ず 1.5 往復の確認をしていくということです。今日の報

告の中で一番気になったところが PC上での共有ということです。やはり、管理者か

らだけの１ｗayで終わっているのではないかということが気になっています。１往

復したらその確認をしてまた更に管理者から返すということをどれだけ早くしてい

くかというスピード感も大切だと思います。PC上での確認から回覧方式にしたとい

う理解でよかったしょうか。 

 

【保健給食課長】：回覧方法から、10 人程の学年集団で話題にしてもらうという形

です。 

 

【委員 B】：その話題をより具体的にチェックしていく、話題にした後どういう風な

感想をもち、改善方法をもったのかという確認を管理者がまた更に確認するという

1.5 往復が大切だと思います。あとは、スピード感です。現実的には 1 か月に１回

が限度かなという気がしますが、PC を使ったとしてもきちんとチェックしていく、

見た人が「見ました」というような、アナログとデジタルをＷチェックしていかな

いと漏れが出てくるかなという気がします。具体的にお伝えしたかったことは、1.5

往復の確認、自分事として捉えるということです。 

 

【委員 A】：防災備蓄品について伺いたいです。生徒の数に応じて飲料水や食事、ビ

スコ等の数を揃えているということでしょうか。 

 

【危機管理課】：学校で児童生徒の二日分の食料と水を保管してあります。それとは

別に児童生徒が個人で三日分の非常食を用意してもらっています。 

 

【委員 A】：そうすると年度更新ということになると思うのですが。期限の切れたも

のはどういう形になりますか。 

 

【危機管理課】：毎年、８～９月に行われる個別面談の時に、個人で持ってきている

防災食の期限の見直しをしてもらっています。その時期に合わせて、防災食の体験

もしています。また、担任の方でも期限を把握してその都度保護者と確認していま

す。学校で用意している防災食については、危機管理課員でリストをチェックして

期限が切れたものについては入れ替えをしています。 



 

【委員 A】：引き渡しについてですが、保護者に児童生徒を引き渡すという形ですが

人物の確認はどのように行っていますか。 

 

【危機管理課長】：引き渡しカードというものがあり、年度当初に保護者に配布して

います。そちらに氏名等を記入してもらっています。学校にも同じように引き渡し

者一覧がありますので、両者で確認して引き渡しを行っています。 

 

【委員 A】：では、カードを持ってこないと引き渡しはされないということでしょう

か。 

 

【危機管理課長】そうです。 

 

【委員 A】わかりました。それから、予告なしで訓練が行われるということですが、

教員にも予告なしでしょうか。 

 

【危機管理課長】：はい、その通りです。訓練の期間はある程度決まっています。例

えば、〇月の第〇週目といった具合ですが、具体的な日にちや発災場所はお伝えし

ません。 

 

【委員 A】：教員がこの場所にいたら、こういう方法で逃げる、避難するというのは

決まっているのでしょうか。 

 

【危機管理課長】：基本的な避難経路、二次避難場所は決まっています。ただ、どこ

でいつ地震がおきるか、火災が起きるかということはわからないので、より実際に

近い状況を再現しています。その時々で、教員に判断して避難するというのも訓練

の一つだと考えています。 

 

【委員 A】：自校もそのようにしてやる形があるのですが、そうするとどうしても避

難のときに経路がいっぱいになってしまう状況があります。人がいっぱいになって

通れない、時間がかかるということがあります。ですので、実際の時を考えると心

配だなと思うことがあります。なので、そういう課題をクリアしていかなければな

らないなと思っています。それから、防災学習ですが本校の職員以外の方が来て指

導してくれる時があるのですか。 

 

【危機管理課長】：いろいろな体験については消防の方が来て実施します。 

 

【委員 A】：自衛隊の方も来てくれますよ。本校も年度初めにお願いしたら、自衛隊



の方が来てくれましたので、もしよければ。 

 

【教頭】：自衛隊の方は具体的にどんなことを教えてくれましたか。 

 

【委員 A】：防災に関することは当然話をしてくれるのですが、煙の中を通って逃げ

るということも準備してくれました。災害時の対応なども教えてくれました。 

 

【委員 D】：防災は、計画に基づいた訓練の繰り返しが大事ですので是非繰り返して

行ってほしいと思います。その中で、想定している引き渡しが不可能な場合は青島

小学校、順心高校、県武道館、大洲小、明誠高校といった避難所が記載（危機管理

マニュアル）されているのですが、実際に一週間くらい経っても引き渡せない、誰

も来られないといった大規模災害の時みたいなイメージはどうでしょうか。そうい

ったことを想定はされた訓練はされていますでしょうか。基本的には、本市でも在

宅避難を推奨しているという観点です。在宅避難をされている方もしっかりと支援

できるような避難所運営をしていく。避難所にいる方だけではなくて、在宅避難を

されている方にもどのような支援ができるかといったことに踏み込んだことを考え

なければいけないという方向でいます。公立の小中学校はほとんどが避難所になっ

ていて、そこに国から色々な物資がきてそこに無線や災害対策本部から職員が行っ

たりする形になるわけです。福祉避難所という形で設置がない場合は孤立したよう

な形になって、その方たちをどのように避難するかといった避難所との連携をとる

訓練も大事になってくるのかなと思います。 

 

【校長】：福祉避難所には物資がこない、そして情報もこない。そういった中でどう

すべきか。一週間くらい留置きになった場合、私たちは命を守れるのか、といったと

ころがいつも話題になります。ただ、能登のことを思いましても本校の生徒は一般の

避難所で数日過ごせるのか、親御さんが周りの人の目を気にしながら物が届く避難所

で三日間、自閉症のきついお子さん、あるいは排せつが自立していない知的障害の重

い子、車椅子を使って色々な器具をつけて生きている子がそこで避難できるかなと思

うと多分本校にいる方が良いのではないかなと推察されます。きっとお家の方が迎え

に来ても、例えば戻った自宅の方が危なく学校に残った方が良いと言ってくれればそ

の方が良いですし、その中で特性のある、発達に遅れのあるお子さんたちが安心して

過ごせるのは日頃の馴染みのある本校ではないかなと思います。学校の中で様々な備

蓄品や寝袋で命をつなぎながら、お家の方が迎えに来るのを待つということが本校の

できることかなと思います。昨年度から作成したのですが、災害時を想定した時の地

域の状況を学級担任に調べてもらい、この家は河川が近くて危ない、この家は裏が山

だから危ない、この家は何だか大丈夫そうといった一覧も校長室にあります。そうい

った中で、ご家庭に戻すことが安心なのか、学校でお家の方と過ごしてもらう方が数

日間は安心なのかといったことを親御さんと相談しながら進めていけることがいい



のかなと思います。以前勤めた学校は、こんな大きな学校ではなかったときですが、

海の近くに住んでいるご家庭の親御さんの防災品も学校で預かってくれないかと言

われ、お預かりしたこともあります。どんな形がよいかはわからないのですが、基本

的なラインは押さえながらもいざという時はここまではやらなきゃなというのは私

たちの中では共有されているのかなと思います。 

 

【委員 C】：感想になってしまいますが、とてもよくしていただいて、今後ともよろし

くお願いいたしますということです。一次避難、二次避難ということは資料でも確認

しまして、正直安心しています。三次避難については、先ほどお話にありましたが、

きっと情報を得ていない地域の方々が学校に避難しにきてしまうのかなと想像しま

した。そういったときに、治安はどうなのかと保護者としては心配します。また、非

常食に関しても、毎年賞味期限を一年以上みて三日分の準備をします。夏の面談のと

きに少し面倒くさいなと思いながらも、準備をするだけでも安心であり預かってもら

えて有難いなと思います。それから通学途中の避難に関してハッとしたのですが、４

月当初に避難場所やバス停の変更などのお知らせが配られていたのですが、全然見て

いませんでした。本日の話で、家に帰ってしっかり見ないといけないなと思いました。

想定するのが防災だと思いますので、学校の訓練については安心しています。三次の

ときや BCP（事業継続計画）のプランとなるともう一段必要かと思いますが、先生方

もご家庭がありかなり学校も手薄の中での対応になるかと思います。是非、すぐに助

けにこられるといいなと思います。また、ヒヤリハットついては、是非継続して行っ

てほしいと思います。正直、すごいなと思いました。私も医療従事者ではありますが、

ここまで丁寧に取り組んでいるところはあまりないのではないかと思います。忙しい

中で、なかなか億劫になってしまうことかと思います。それに始末書を書いているよ

うで「書かないといけないの？」といった雰囲気になる中で、しっかり書いて、それ

を PC 上で周知するだけでなくコメントも出してもらうということはすごいなと思い

ました。教科書的には、ヒヤリハットが出たらそれに対する対策を立て、事故が起こ

らないように更に二重三重と対策をたてて、それでもスイスチーズモデルのように偶

然がいくつか重なったときに事故が起こる。なので、100％というものはないのです

が少しでも 100％に近づけるようにやっていくのが事故対策だと思います。今やって

いただいていることを継続してくださることが有難いことだと思います。忙しい業務

の合間をぬって、お話されたフィードバックまで行っていくことはかなり計画をたて

るのが難しいと想像しますが、続けてもらえたら安心です。 

 

【委員 G】：ありがとうございました。活発な意見交換ができ、大変よかったと思いま

す。命を守るということですので、色々な場面を想定していただいて訓練を重ねてい

き、その都度マニュアルの修正を徹底してほしいと思います。保護者の方についても

先生任せではなく、薬一つとっても命に関わることですので、しっかりと対応ができ

るような体制をつくっていくことが必要になってくると思います。いずれにしても、



日本国中どこで何が起こるかわからない状況ですので、しっかりと対応できるように

していくことが大事だと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜副校長 進行＞ 

（６）校長よりお礼のことば 

今日は、色々なご意見をいただきましてありがとうございました。本校のことにつ

いて、このような場でご意見をいただけることは大変有難く、貴重に思っているとこ

ろです。ただ、こういう会があることでそれぞれの学部がどんなことを頑張っていて、

一生懸命取り組んでいるかをお見せする資料をまとめていくことで、私たちが改めて

感じることができるのかなと思います。大きい学校ですと、学部主事が小さい学校で

例えますと校長のようなものですから、自分の学部の内容は詳しいのだけれども隣の

学部が何を一生懸命頑張っているのか、12 年間でどうやってつながっていくのかを

改めて感じられる場面になっているのかなと思いました。静岡県の特別支援学校がど

のような形で特別支援教育を進めいているのかが毎年度初めに出ます。それは静岡県

における教育全体の大きな計画の中からおりてくるのですが、やはりそこの中でも大

事にされているのが「共生共育」という言葉です。それを受けて私たちの学校でも計

画があり、学びを行っています。昨今、共生共育、インクルーシブといった言葉が一

般的な言葉になりつつあるのかなと思います。それを推進していくのは私たちですが、

支えてくださっているのは今日お越しいただいている皆様かなと強く思います。色々

な所で忌憚のないご意見をこの場だけでなく、今後色々なやりとりをしていく中で具

体的なこと教えていただけると、更に私たちも日々の教育活動につながると思います。

先生方は、少し忙しかったり、少し疲れてしまったりしている方も若干います。ただ、

こういったところでいただいたヒントを先生方に投げかけることで、そこを掴んでく

れて、この授業でも使えるのではないか、これに生かせるのではないかというような、

地域の方々からいただくキラキラした小さな粒を授業に生かしていけると、先生方も

よりワクワクした授業ができ、それが子供たちの学びにつながってくのではと改めて

感じたところです。今日いただいた御意見を上手に活用しながら、できるところを「良

い感じ」に使っていきながら後期の実践、来年度の教育活動に活かしていければと思

います。本日は、どうもありがとうございました。 

 

（７）閉会 

 

６ 連絡事項 

  〇11月 30日（土）ふじとくまつりのポスター掲示の依頼 

  〇次回 第３回学校運営協議会 令和７年２月 19日（水） 午後１時 15分から 

 

 

 



 ～運営協議会の様子～ 

  


